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　最終予算額　 （Ａ)

　決　算　額 （Ｂ)

Ｂ(H24はＡ）のうち一般財源

 従事する職員数
人件費単価
 概算人件費 （Ｃ）

　概算事業費　（Ｂ(H24はA)＋Ｃ）

⑥
総
合
分
析
等

総合分析
(今後の課題、
取組方針等)

・引き続き高齢者、障害者が住み慣れた地域で暮らし続けるために市町村等の意見、実情に応じた補助となるよう
検討していく。

特記事項
・市町村が各々の実情に応じて活用できるよう、21年度から「地域福祉総合助成金交付事業」として他の県単独事
業と統合補助金化を行った。

内　線

E-mail

担
当
課

　健康福祉部　地域福祉課

2328

42

32

評価区分

23.2 21.6

chiiki-fukushi@pref.nagano.lg.jp

■　横ばい □　減少

■　当面余地なし

・市町村からの実施要望に対応するとともに、住民
のニーズを把握することに努める。
・整備見込件数（210件）

□　増加

■　当面余地なし

事業改善（有効性・
効率性）の余地

□　余地あり□　余地なし

22.1

期待どおり

⑤
事
業
の
課
題

区　分 判　定　・　説　明

事業ニーズの変化 判
定
の
説
明

□　余地あり□　余地なし
県の関与を見直す
余地

④
事
業
の
成
果

事業の目標(H23) 事業成果・評価

③
事
業
実
績

成果指標・活動指標内容 単位

<効率指標(単位当りｺｽﾄ等)>
整備１件あたりの人件費

千円

2934

23年度22年度

実施市町村数（障害者）（活） 市町村

整備件数（高齢者・障害者）（活） 件 207

実施市町村数（高齢者）（活） 42 37市町村

4,574 4,542 4,542

271,89251,982

千円

210

24年度（見込）

196

②
事
業
コ
ス
ト

区　　分 単位 22年度

　概　算
　人件費

8,258 8,258
人
千円

0.55

①
　
事
 
業
 
の
 
概
 
要
 
等

目　的
(必要性)

・高齢者や障害者の住宅改良に必要な資金を助成することにより、居住環境を改善し、住み慣れた地域で在宅のまま日常生
活をできる限り自力で行えるようにするとともに、介護家族の負担軽減を図る。（高齢者世帯の増加、障害者等の地域生活移
行などにより、在宅介護に対するニーズが高まっているが、介護保険給付や障害者自立支援給付のみでは、十分な住宅改
良を実施することが難しいため。）

対　象 ・市町村(高齢者・障害者に係る住宅改良事業)

千円

8,317

千円 54,118

49,544

0.55 0.55 （ 58件、14,613千円　小諸市以下29市町村）

―

事業内容

事業主体：市町村（【県】1/2・【市町村】1/2）
実施内容：高齢者・障害者の日常使用する居室、便所、浴室等の改良に要する経費に補助
対象者：<高齢者>65歳以上の高齢者で「要支援」、「要介護」認定を受けた者又は市町村長が認めた者
　　　　　<障害者>65歳未満の身体障害者で身体障害者手帳１～3級所持者又は4～6級所持者で市町村長が認めた者
　　　　　いずれも世帯の前年度所得税が8万円以下の者
補助対象経費限度額：70万円
利用者負担金限度額：補助対象経費限度額の10分の1（千円未満切上げ）

目指すべき姿

県単独事業

―

47,440

47,440

千円

千円

23年度事業費の主な内訳

（138件、32,827千円　小海町以下37市町村）49,544

※　267,350

23年度 24年度（当初）

※　285,000

平成24年度事務事業評価シート （23年度実施事業分）

事業番号 中期総合計画主要施策番号 3-04、3-05、5-06 部・課04 05 11

国庫･
県単

S44

障害者に係る住宅改良事業

根拠法令等
地域福祉総合助成金交付事業実施要綱、地域福祉総合助成金交付要綱、安心
生活支援事業実施要領

（効果指標　算出式）

事　業　名
高齢者・障害者にやさしい住宅改良促進事業

（地域福祉総合助成金交付事業）

実施方法

実施期間

補助金　市町村（中核市は除く）

・高齢者・障害者が住み慣れた地域で暮らし続けるため、在宅のまま日常生活を自力で行えるように居住環境を整備するとと
もに、介護する家族の負担軽減を図る。

※　300,000 高齢者に係る住宅改良事業

左記以外のH23年度実績

※注）地域福祉総合助成金交付事業の全体額

人件費／整備件数

b

・　高齢者、障害者の在宅での生活を支える事業として要望が高
く県の関与は妥当である。
・給付実態及び介護保険給付等との整合性を勘案し、補助対象
限度額及び利用者負担金の取扱いについて見直しを行った。

・市町村からの実施要望に対して的確に対応した。

・毎年安定した実施件数及び整備実績がある。

・市町村の実情に応じた助成事業である。


